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要 旨 :外来通院がん息者における麻業開始時の問題点を明らかにすることを目的として, 麻美初回

処方の現状調査を行った 2007年 1 月から12月までに横浜市立大学附属市民総合医療センターで医療

用麻案を開始されたがん息者299名を対象とした 先行研究では麻菜は外来で開始されることが多い

という報告がみられたが, 今回の調査では初回処方は入院息者195名に対し外来息者104名という結果

で入院中に開始される息者のほうが多かった 外来息者の初回麻案処方時の併用案は緩下斉」が50 0% ,

制吐斉けが41 3% , N S AID s が51 9% で処方されていた 外来麻案開始後に2 書!の思者が痛みを理由に

予約外受診し, その半数でレスキュー処方が出されていなかった 富l作用や疼痛評価についての診療

録記載も半数に満たなかった 外来での麻菓処方開始時の問題点として不十分な副作用対策と疼痛ア

セスメントが挙げられた

KeF Told離 麻菜性鎮病剤 (OPIt・ld 価江gesic9 , 疼痛緩和 (Pah  reheD , 癌性疼痛 (Calleer Pab )

緒  言
とを目的として横浜市立大学附属市民総合医療センター

(以下, 当院) における麻業初回処方の現状について調

2007年 4 月に施行されたがん対策基本法では 「早期か  査した

らの緩和医療J 「在宅を中心とした緩和医療J の充実に
方  法

ついて提言されている 医療用麻薬製剤 (以下, 麻薬)

が多様化し状況に応 じた案剤の選択が可能となったこ  1 対象

と, 外来での麻楽処方日数が延長されたことから, 外来   2007年 1 月から12月までの 1 年間に当院でがんに伴う

麻案処方の選択肢の幅は広がった 2003年の文献ではモ  症状の緩和を目的として麻案が開始された全息者299名

ルヒネ内服治療の多くが外来で開始されていると報告さ  を対象 とした ここでいう医療用応業 (応案) とは

れている1)2) しかし実際には麻業の初回処方, とくに  W H 0 3段階除痛ラダーにおいて第 3段階に分類される

外来での麻業処方開始に関する報告はほとんどない ま  ものとする

た入院息者と比較して外来息者における疼痛緩和は不十

分であることがこれまでの研究で指摘されている3)4)   2  方法

近年, 化学療法を外来通院で行う機会も増え, 外来通院   対象息者について性別, 年齢, 診療科, 麻業の種類や

がん息者は今後ますます増えることが予想される 外来  量, 初回処方時の息者設定 (外来もしくは入院), 併用

息者も入院息者と同じように適切に麻業が開始され, 早  療法の有無を診療録より調査した さらに外来で麻菜を

期からの疼痛緩和が実現されるべきである 本研究では  開始した息者に関しては処方開始後最長90日間 (44 9土

外来息者における麻薬開始時の問題点を明らかにするこ  34 9日) の診療状況, 予約外受診の有無, 麻案以外の併
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